
１０
月
２１
日
か
ら
水
道
課
の
事
務
所
が

旧
法
務
局
庁
舎
（
秋
田
犬
会
館
裏
）
に

移
転
し
ま
す
。
水
道
料
金
の
納
付
は
、

従
来
ど
お
り
市
役
所
内
の
銀
行
窓
口
で

も
で
き
ま
す
が
、
納
付
書
を
紛
失
し
た

と
き
な
ど
再
発
行
が
必
要
な
か
た
は
、

お
手
数
で
す
が
新
事
務
所
ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

な
お
、
電
話
番
号
は
従
来
と
変
わ
り

ま
せ
ん
。
水
道
に
関
す
る
相
談
、
お
問

い
合
わ
せ
は
、
今
ま
で
ど
お
り
に
お
願

い
し
ま
す
。

所

在
大
館
市
字
三
の
丸
１３
番
地
１９

�
４２
―
４
１
１
７
（
水
道
課
直
通
）

�
４９
―
３
１
１
１

（
大
館
市
役
所
代
表
）

FAX
４３
―
５
５
２
４

※
お
車
で
お
越
し
の
際
は
、
付
近
の
国

道
７
号
が
右
折
禁
止
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問

水
道
課
（
内
線
３
１
５
）

支
払
い
に
出
か
け
る
の
が
お
っ
く
う

で
、
つ
い
水
道
料
金
を
納
め
忘
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
口
座
振
替
な
ら
、
銀

行
や
郵
便
局
の
口
座
か
ら
自
動
的
に
引

き
落
と
さ
れ
る
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
支
払

い
に
出
か
け
な
く
て
す
み
ま
す
。

水
道
料
金
の
支
払
い
に
は
、
便
利
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

手
続
き
窓
口
・
各
金
融
機
関
、
郵
便
局

必
要
な
も
の

預
金
通
帳
、
通
帳
の
印
鑑
、
水
道
料

金
の
請
求
書
か
領
収
書

問

水
道
課
（
内
線
２
９
５
、３
５
０
）

�小規模企業者
常時雇用従業員が２０人以下の企業（商業・サービス
業は５人以下）
�創業者
創業予定者又は開業してから５年未満の事業者

�小規模企業者は、次に該当する設備
・設備の導入により付加価値額又は従業員１人あた
りの付加価値が一定以上向上すると見込まれるも
の
・公害防止、省エネ設備
�創業者は、設備の指定はありません
※土地及び建物、賃貸用物品を除きます

小規模企業者
５０万円～４，０００万円
創業者
開業１年未満の場合は２５万円～４，０００万円

設備費の２分の１以内
７年以内（公害防止施設は１２年以内）
※耐用年数に応じます
１年経過後年賦均等償還
無利息

�対象設備に譲渡担保を設定し、譲渡担保物権に損害
保険を付保し、保険金請求権に質権を設定します
�油圧ショベル、ホイルローダー、クレーン付きトラッ
クなど移動可能な設備については、不動産抵当の設
定が必要です
�保証人は２人以上必要です

貸付対象企業

対象機械
設 備

貸し付け
限 度 額

貸 付 率

貸付期間

返済方法
貸付利息

担保・保証人

貸

付

条

件

リ ー ス 契 約
秋田県内に機械設備を設置する中小企業者又は創業予定
者
土地、建物、リース賃貸を除く設備
１００万円～６，０００万円
２人以上

７年

１．３９０
％

１．３７１
％

毎月払い

不要

６年

１．５９２
％

１．５７３
％

５年

１．８６８
％

１．８５０
％

４年

２．２９６
％

２．２７４
％

３年

２．９９０
％

２．９６９
％

割賦契約

７年以内

２．５０％

２．１０％

６カ月据
え置き後
元金均等
半年賦払
貸与額の
１０％

対 象 者

対 象 設 備
限 度 額
連帯保証人
償還・
リース期間

一
般
枠

特
別
枠

返 済 方 法

保 証 金

損 料・
月 額
リース
料 率

水
道
料
金
は
口
座
振
替
で

水水
道道
課課
のの
事事
務務
所所
がが
移移
転転
しし
まま
すす

小規模企業者の皆さんが設備を県内に設置するための費用の、
半額以内を無利子で貸し付けする制度です。

� ０１８―８６０―５６０７

大館市ラジオ体操会終了大会
と き・１０月１４日（月）体育の日 ７時～（６時４０分までに集合）
ところ・桂城小学校グラウンド
※６時に開催合図の花火を打ち上げます（雨天中止）。
問 中央公民館 �４２―４３６９

設設備備投投資資ににごご利利用用くくだだささいい

小規模事業者等設備導入資金貸付事業

設備貸与・機械類貸与事業
希望する機械設備を、長期間にわたり低利で割賦販売または
リースする制度です。

Ｅメール setsubi@bic-akita.or.jp
問（財）あきた産業振興機構

FAX ０１８―８６３―２３９０

広報大館２００２．１０．１�


